
公益財団法人みやぎ産業振興機構

と考えている中小企業の皆様へ

“市場ニーズに合った商品化を図りたい” 

“自社開発製品・商品を海外展開したい” 

“自社の製品・技術を市場に投入したい” 

対 象 企 業

目　　　的

対 象 製 品 等

委 託 料 の 額

・市場投入前のもので、販売拡大や量産化を目指すもの

・市場投入済のもので、本事業により販売拡大が見込まれるもの

・市場投入型（国内展開を図るもの）……１５０万円以内

・海外展開型（海外展開を図るもの）……２５０万円以内

みやぎの中小企業
マーケティング活動支援事業

「マーケティング型」
でマーケティング専門家を活用しませんか！

平成 ２８年度

募集期間 ５月３０日(月)～６月１７日(金)
最終日午後５時必着

　県内中小企業が生み出した製品又は技術の市場ニーズに適合した製品
化を支援し、販路開拓又は販路拡大を図るためのマーケティング調査等
を機構が外部専門家（マーケティング専門家）に委託して実施します。

　支援対象企業の製品等のうち、機構理事長が認める以下のものとしま
す。ただし、過年度において本事業を活用した製品等は、原則として対
象外とします。

　県内に事業所を有する中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）
第２条に規定する者で、かつ、県内で製品を生産・製造している者とし
ます。

県内中小企業者が取り組むマーケティング活動等について、市場調査会社等専門家に対し

マーケティング調査を委託します！



お問合せ及び応募先

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目14 番２号　宮城県商工振興センター３階

022－225－6697

公益財団法人みやぎ産業振興機構　事業支援課

※ 本事業の申請は、マーケティング専門家との連名申請となります。

マーケティング
専門家

中小企業者

みやぎ産業振興機構
（連名申請）

公　募

委託契約締結

※マーケティング活動等を、中小企業者とマーケティング専門家が連携して行うことで、

　中小企業者自身もマーケティングのノウハウを習得してもらうものです。

上記にお問合せやご相談等の後、企画提案書類を作成し、必要書類を添付の上、応募先へ提出してください。

企画提案書類等は当機構ホームページ 　http://www.joho-miyagi.or.jp　からダウンロードできます。

企 画 提 案 方 法

実施スケジュール

募集期間内に
企画提案書類
を作成の上、
提出下さい。
（最終日午後
５時必着）

資格審査

提出された企画提
案書類に対して資
格審査（書類確
認）を行います。
（応募多数の場合
は、企画提案書類
に基づき書面審査
を実施する場合が
あります。）

委託契約

マーケティン
グ専門家と委
託契約を締結
します。

業務完了報告書の

提出を受けて、検

収を実施します。

合格となった場

合、所定の手続き

により委託料を支

払います。

TEL 022－263－6923FAX

soudan@joho-miyagi.or.jpE-mail http://www.joho-miyagi.or.jp

2016.6.3

URL

委託料の支払い

中小企業者とマー
ケティング専門家
によるプレゼン
テーションを経た
後、外部選定委員
の評価に基づき、
支援企業及び業務
委託先を決定しま
す。

選定委員会
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